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地域共生社会の実現（第4条第１項）

包括的な支援体制の整備と重層的支援体制整備事業
（社会福祉法第106条の３） （改正社会福祉法第106条の４）

地域福祉の推進
（第4条第１項・第2項）

地域生活課題の解決に向け
た取り組み（第４条第３項）

包括的な支援体制の整備
（第106条の3）

重層的支援体制整備事業
（第106条の４）

包括的支援体
制構築事業
（モデル事業）



地域における住民主体の課題解決力強化・包括的な相談支援体制のイメージ



（令和３年度予算案）重層的支援体制整備事業交付金の創設について

地域支援事業交付金

地域生活支援事業費等補助金

子ども・子育て支援交付金※３

生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金

属性や世代を問わない
相談・地域づくり

重層的支援体制
整備事業交付金

新たな機能

高齢分野

障害分野

子育て分野

生活困窮分野

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

令和３年度予算案
約７６億円

・包括的相談支援事業分※1

・地域づくり事業分※1

・新たな機能分※2

○重層的支援体制整備事業交付金は、高齢、障害、子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりにかかる既存事業※1の補助金等を一体化
するとともに、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援といった新たな機能※2を追加して一括して交付する。

高齢分野の
相談･地域づくり

障害分野の
相談･地域づくり

子ども分野の
相談･地域づくり

生活困窮分野の
相談･地域づくり

地域支援事業
交付金

地域生活支援
事業費等補助金

子ども・子育て
支援交付金

生活困窮者自立
相談支援事業費
国庫負担金等

【国庫補助等】 【市町村の事業実施】

重層的支援体制整備事業（実施は市町村の任意） （参考 現行の仕組み）

＜※1 既存事業について＞
○包括的相談支援事業
・高齢（地域包括支援センターの運営）
・障害（基幹相談支援センター等機能強化事業等）
・子育て（利用者支援事業）
・生活困窮（生活困窮者自立相談支援事業、

福祉事務所未設置町村による相談事業）

○地域づくり事業
・高齢（地域介護予防活動支援事業、生活支援体制整備事業）
・障害（地域活動支援センター機能強化事業）
・子育て（地域子育て支援拠点事業）
・生活困窮（生活困窮者の共助の基盤づくり事業）

＜※2 新たな機能について＞
・多機関協働事業
・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
・参加支援事業

＜※3 子育て分野の予算計上について＞
・子ども・子育て支援交付金は内閣府計上
・重層的支援体制整備事業交付金については、
内閣府から予算を移管し、厚生労働省へ計上
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C  Bに至る系統的な体制整備
（C-1 制度導入に伴う体制整備 C-2 包括的支援に関連するモデル事業 C-3 地域福祉の蓄積）

B 個々の支援事業を支える体制整備

各自治体における包括的支援体制整備の課題
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※出典：NPO法人全国コミュニティライフサポートセンター，令和３年度社会福祉推進事業「重層的新体制整備事業による体制整
備に向け市町村内の事業実施体制の評価指標の開発に関する調査・研究事業」を一部加筆している。
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重層的支援体制整備事業
の構造図
（A＋B+Cモデル） ※

A1～５は、
法第１０６条の４第1項
1号～5号
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２

A
３
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４
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A 重層的支援体制整備事業の５つの支援事業

体制整備の特に
Cの取り組み、蓄
積が弱いのでは
ないか。
相談支援、参加
支援、地域づくり
の一体化の理解
が弱いのではな
いか。



相談支援、参加支援、地域づくりの一体化の理解と事業の関係

制度福祉 地域福祉
（地域福祉計
画）

まちづくり

地域づくり事業包括的相談支援事業 参加支援事業

参
加
支
援
①

参
加
支
援
②

※出典：NPO法人全国コミュニティライフサポートセンター，令和３年度社会福祉推進事業「重層的新体制整備事業による体制整備
に向け市町村内の事業実施体制の評価指標の開発に関する調査・研究事業」の図を一部改変し、追記している。

①制度福祉間の協働、②制度福祉と地域福祉との協働、③地域福祉と地域づくりとの協働

循環サイクル


